
          大阪市男女共同参画施策苦情処理要綱 

 

市民第７３９号 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、大阪市男女共同参画推進条例（平成１４年大阪市条例第７４号。

以下「条例」という。）第１４条第２項の大阪市男女共同参画苦情処理委員（以下「苦

情処理委員」という。）に関し必要な事項を定めるとともに、同条第１項に規定する

苦情の申出及び同条第２項に規定する苦情の申出の処理に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 

（苦情処理委員） 

第２条 苦情処理委員は、男女共同参画をはじめ、行政全般に関し、優れた識見を有し、

女性及び男性の苦情処理委員は、それぞれ１人以上としなければならない。 

２ 苦情処理委員は、政党その他の政治的団体の役員となることができない。 

３ 苦情処理委員は、地方公共団体の議会の議員又は長と兼ねることができない。 

４ 市長は、苦情処理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又

は苦情処理委員に職務上の義務違反その他苦情処理委員たるに適しない非行がある

と認めるときは、これを解嘱することができる。 

 

（苦情処理委員の職務等） 

第３条 苦情処理委員は、次に掲げる職務を行うものとする。 

⑴ 条例第１４条第１項の規定による苦情の申出に関して、第７条第１項の規定によ

り市長が諮問をした事案について、調査を行うこと。 

⑵ 前号の規定により調査をした事案について、男女共同参画の推進その他総合的な

見地から、市長に調査結果を報告し、必要があると認めるときは市長に意見を述べ

ること。 

⑶ 前２号に掲げる職務に付随する事務を行うこと。 

２ 苦情処理委員は、公正かつ中立に職務を遂行しなければならない。 

 

（申出の方法） 

第４条 条例第１４条第１項の規定に基づく苦情の申出をしようとする者は、次の各号

に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。ただし、市長が当該申出

書の提出ができない特別の理由があると認めるときは、口頭その他適切な方法でこれ

を行うことができる。 

⑴ 申出をする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の

氏名並びに事務所の所在地）並びに電話番号 

⑵ 申出の趣旨及び理由 

⑶ 他の機関への相談等の状況 

⑷ 申出の年月日 



２ 前項ただし書の規定により口頭で申出をしようとするときは、前項第１号から第３  

 号までに規定する事項を陳述しなければならない。この場合において、市長は、その 

 内容を録取するものとする。 

 

（苦情処理委員への諮問等） 

第５条 市長は、前条の申出があったときは、次条の場合を除き、担当の苦情処理委員

を指定して、速やかに諮問するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、複

数の苦情処理委員をもって構成する合議体が共同して職務を行うことができる。 

２ 市長は、第１項の規定により苦情処理委員に諮問したときは、直ちに苦情を申し出

た者（以下「申出人」という。）にその旨を書面により通知するものとする。 

３ 市長は、前項の通知に併せ、当該申出に係る市の機関に対し、苦情の申出の内容及

び苦情処理委員に諮問した旨を書面により通知するものとする。 

 

（諮問をしない申出等）  

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事項に係る申出については、苦情処理

委員に諮問をしないものとする。 

⑴ 判決、裁決等により確定した事項  

⑵ 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に

関する事項 

⑶ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和４７

年法律第１１３号）その他の法令の規定により処理すべき事項 

⑷ 監査委員に住民監査請求を行っている事案に関する事項 

⑸ 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項 

⑹ 苦情内容が実質的には専ら私人間の紛争の解決を目的にしていると判断される   

 事項 

 ⑺ 条例又はこの要綱の規定に基づく苦情処理委員の行為に関する事項 

⑻ その他市長が苦情処理委員に諮問することが適当でないと認める事項  

２ 市長は、前項の規定により苦情処理委員に諮問をしないときは、当該申出の処理を

行わないものとする。 

３ 市長は、第２項の場合においては、速やかに申出人に対し、当該申出の処理を行わ

ない旨及びその理由を、書面により通知するものとする。 

４ 市長は、第３項の通知をする場合は、あらかじめ苦情処理委員に通知するものとす

る。 

５ 市長は、諮問した事案が、第１項第２号、第４号及び第５号に該当するに至った   

 ときは、苦情処理委員に第３条第１項に規定する業務の中止を命ずるものとする。 

６ 市長は、苦情処理委員に業務の中止を命じたときは、その旨及びその理由を申出人  

 に対し、書面により通知するものとする。 

 

（苦情処理委員の調査権限） 

第７条 苦情処理委員は、市長が諮問したときは、直ちにその事案についての調査を開



始するものとする。 

２ 苦情処理委員は、前項の調査を行うに当たり、必要に応じて、申出人の了解を得た

上で、事情を確認することができる。 

３ 苦情処理委員は、第１項の調査を行うに当たって、必要に応じて、当該申出に係る

市の機関に対し、説明を求め、その保有する関係書類その他の記録を閲覧し、若しく

はその写しの提出を求めることができる。 

 

（是正の指示等） 

第８条 市長は、条例第１４条第２項の意見を受けた場合において、必要があると認め

たときは、書面により、当該申出に係る市の機関に対し、是正の指示若しくは是正の

要望をするものとする。 

２ 前項に規定する是正の指示若しくは是正の要望を受けた市の機関は、当該是正の指  

 示若しくは是正の要望に基づいて苦情処理方針を作成し、市長に報告しなければなら 

 ない。 

 

（調査結果等の通知） 

第９条 市長は、苦情処理委員の調査結果の報告を受け、是正の指示若しくは是正の要 

 望を行わないときは、その旨を、速やかに、当該申出に係る市の機関に対し、書面に 

 より通知するものとする。 

 

（苦情処理結果の通知） 

第１０条 市長は、苦情処理委員の調査結果等を添えて、苦情処理結果を申出人に対し

書面により通知するものとする。 

 

（苦情処理の状況の公表） 

第１１条 市長は、この要綱の規定により実施した苦情処理の結果の概要を市民に公表  

 するものとする。 

 

（苦情処理委員の庶務等） 

第１２条 苦情処理委員の庶務その他の事務は、市民局において処理する。 

 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市民局長が別途定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年７月１日から施行する。 

 


